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当社は国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の精神を自社の事業活動に
取り入れ、社会課題の解決による持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 

当社の取り組み 

・SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でより   
 よい世界を目指す国際目標です。 
・17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave  
 no one behind）」ことを誓っています。 

 本宣言書は足利銀行のサポート 
 により作成しています 

公正な事業慣行 
サプライヤーや事業パートナー等と連携し、 
人権侵害の防止や倫理面での適切な対応を
行います。 

＜具体的な取り組み＞ 
・コンプライアンス体制の整備 
・コンプライアンスに関する研修等の実施 
・関連法令に関する社員教育の実施 
・自社や協力会社共通の倫理規程策定 

各種ハラスメントの禁止などを通じて、働き 
やすい職場づくりに努めます。 

人権・労働 

＜具体的な取り組み＞ 
・社員に対する就業規則の周知徹底 
・社員へのハラスメント禁止研修の実施 
・交通違反・事故の防止 
・65歳以上の定年延長の実施 

事業活動のあらゆる領域で環境負荷低減に
取り組み、持続可能な社会の実現に貢献し
ます。 

環境 

＜具体的な取り組み＞ 
・廃棄物削減やリサイクルの促進 
・地域の清掃等環境保全活動の実施 

社会貢献・地域貢献 
地域貢献活動を通じて、住み続けられるまち
づくりに貢献します。 

＜具体的な取り組み＞ 
・地域の防災活動、自然保護活動への貢献 
・環境配慮に関する社員教育の実施 


